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令和4年3月2日
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東京地方裁判所長平木正

、 一

司法行政文書開示通知書

令和2年12月6日付け（同月7日受付）で申出があり、同月7日付けで補正が

されました司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたの

で、通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書（片面で4枚）

（2）令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書（フォローアップ用） （片面

で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

（1） 1の(1)の文書には、公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある情報、公にすることにより情報セキュリティ事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがある情報並びに公にすることにより庁舎管理事務及び

警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、こ

れらの情報は、行政機関情報公開法（以下「法」 という。 ）第5条第6号に定

める不開示情報に相当することから、これらの情報が記載されている部分を開

示しないこととした。

（2） 1の(2)の文書には、公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある情報及び公にすることにより情報セキュリティ事務の適正な遂
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行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、これらの情報は、法第

5条第6号に定める不開示情報に相当することから、これらの情報が記載され

ている部分を開示しないこととした。

開示の実施方法3

写しの送付
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(担当）総務課 電話03 (3581) 2733 (ダイヤルイン）
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機密性2
(別紙第3）

【入力上の留憲点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて配戴する必要がある増合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な腿敏方法は別濯の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(晶緯三）
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日二＝画三＝ ”一旦古峰年＝乙二＝一一 七西

29年度の壷翫描檀事項となったことを受けて.■次
■犠者に対する道妙状現の■会が行われたが.その
後定翻的な■会や頭会結果を■窟えた再度の■会が
行われていなかった．

毒壼＝ 琴臘覺
に.“室において実魔状呪を撞狸Lた．

識一琴塞琴F
＝一一轡一一画BニーE画一毛←■~F 。E一～ ー

いまい②垂…■専堂哩吋.ま輝寸憾辺しにくくな
る塾､う状現に障った．

塑垂害翻u檀切言壷画鈎に_五性幸壁自=産QqてL 画画毎画画写うて顧切画否颪唐晦■であることは狸日
しつつも.期鳳や圃邑が定められてL,ないために事婁
卜酋P士“星一歩…､上弓舎E今 廻呉審壷蛾企什Q

Ｉ
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■
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一一ー■■■ ‐一一ーー一一 ー 一＝ ■一一一－ー一一 一一一

みの轍持を櫓導する．

束京地戴 軍京地裁本庁 民事

‐商■呼可■平二､争嘩詞■“･＝面し『副両悪叩切聾Jw夛

ち.明らかに用済み後のも⑩があった． 録を鍾睡L企言
刀■容唖一｡『｡｡■ー■ーe…面■■－J9百回勺F＝一＝ー＝F■

打ち合わせに■えて.付箇を判用して.柑爺又は愉埋
擾供を行っている.劇日■了後も.判壊毎起率蔀は
頻畠釦再官が当該付■の憤報麺画するため廃棄し
ないよう抱示をLてL,たため.碑に用湊み後の付■
が貼付されたま表になづていた．

望妻亨でけ専空1型､取扱いは度■しないが.期日侭
T後の脅暫は=璽蜂ｦアィルの後ポート内に録■す
室生理 世＝

の手軽さゆえに多用される方途である一方.用膚み後
鹿嚢が■■づいてぃなL,と陣宮忘れやすい.民事部主
件■歴宣QE等禄々な導凸を堤えて.用済み後廃棄
、璽室ﾛ竺由時生…理を鐘ける．

東京地鐘 京軍地蔵本庁 民事

戴判体の判断を
裏する亭塞処理
の事渉埜卑IP回
する事項

の郡中に貼られており.■■■写申■があったとき
は性宜が必要な状現である．

母筈堕豆l-た二
｡■一一一毎F■,マワーーーも■ー守一 一一■＝ー■■■ョ■ーマ車一F ■

唖ない位丘に貼るなど)を行った.虚た.囲駐■写の
陣には.全ぺ診を■堂する呈上審学直1 全二

邑早亀蕊えに多用される刃厩である一ｶJ用涛み後
鹿棄が蔀筍いていないと陣官忘れやすい.民事鄙主
昼客里ロ全墜専様々なp●守兵えて.用務み後廃豪
の塑宰0=由吟鎚捧杏四超を餌ける．

京京地戴 京京地重本庁 民事 その他

＝マーーー■＝ママ■ご ﾛ■■ー■一一＝ ーごー五一一一一Ⅱ■■－－ー官

で里母上で■■するのみで.エクセルを利用して■■
していないとのことなので.－■性輔鞭共有という■
回からも共有の~で■理すべ告である．

一一一■■■ｰ一一ーーーー可一一一一一■ー■与一＝ーﾛ■■

に.唾尊宣において松璽を毎画i-全二 風ﾛｯｶ…且検や.■主厘起の引徳⑭害q~鐘Lで
壷”を行う樫してさたところであるが.やはりそれ
臆けでは自麟事務処■のﾁｴ秒ｸから“てしまう可
唾もあづた．

一両■ ー ■＝ 一一画一一 ー一一ーー一 ｰ 一一一一

検肘中である貝

Ⅱ■■■■■■一一ー可一一一一一一一官一■■m■一一一マF一▼P一守■で

ついて遭抄検現を趣できる手段を僧えることは■要
であるから.速切な手睡蝕けることを便す．

東京地載 東京地■本庁 民事 その値

作成されてい錘､ものがあった.また,取立状環が必
ずし4曾堅卜哩邑かにされているとはいえなL嘩件が
あった．

に.執務■において状里を竃聾8－企二 また=困堂壁璽錘垂蝉 し国らかにされていなかったも
のは.処■中であったもの．

W:､通詞蚕…灌盃鮒碕鳫ご趨謁顎
甫々と■＊強き隼垂里璽を迺串冬上うこ豆宙■て聖
膚み、

麺して.■句の事件で必要な対応があれば後押Lす
るよう促す．

車京地裁 車車地酵庁 民事 その他

一■甲一一一一函■申■ 一一五互守－－－ －口 一一マー■■■ーー

検肘されたい.哀た.■車立■■求通随簿の債櫨発生
■知年月日鍾田の鐸になっているものがあるの
で.島麟犠薄を■式に科用するなどして■理をされた
い・

に.露宣において戟璽を重璽I 全＝ 取披君印』の御こ押印があれ感その後の輔果の遥
口が疎かになりがちであったことが厚因であると考えて
いる．

は.眼典既涜･衆涜の弦璽作象麺めている.
腹た.この事■を効串的かつ至れのないものとするた
的.rP争唾錨与Lた事酎＝いての■理簿〔齢姪
歓助付与事件■理一瓦壷》を毎『幸たに■え付けるこ
L』三I公一

ついて逮抄牧璽を■画できる手段を■えることは■要
であるから.今後は廿理毎をもとにして■画するよう棺
導する．

古宣堕塑 束京地戴本庁 民事 その値

q■■■■■■ ■■■ ■＝可一 ■ ■■ －F■■ーー■一一一 ‐一F ーす■■

が健■されていない． に.軌屈宣において状現を砿卸Lた．

琴南画亟壷飛垂産空室宙津が畠睡的n.企Pーキ今ﾛ生

ー＝苧厘三ご巳争■画、■~ー甲■￥ロー＝＝画一日再で一一両

有ﾌｫﾙ鍔こある鯖隆軟助事件一宜臼の存在を皿
■していなかった．

冠三寅表をｱﾂブｰﾄ唾で麟当車砕を掘包1名こと
とLたこ

Ⅱ■■■ーーーー■一一一一一一ー ーママI■■守一ー一一Fーワママー■耳 画

ついて進捗峻哩を盈璽できる手段が維持され.酬虐紐
がれるよう掬導稲．

東京地■
■ず睡塑
全111奎艶

民率 その他

1H3q1.1別言■用した事件で厩醍叡助Iこより■予さ

れていf醍映己毘の唯血手韓が行われていないもの
があった二軽号■の拶肉企里宣…に転動し.そ
の後露銀因に藩手睦かつたため.具かねた主任
呑配官が引き取った錘の.濠忙のため藩手できない
松■であった.沓輔が複敷で各々■局事由も■な
り.按分針陣が祖韓禧ったため,主任害握官は内容を
把包するの1弓時岡を聾した.現在.任庫粕付を促す倉
甑の計再を行い.透付する害図を準■中とのことで
あった．

に.鐘塗窒において椎璽を詩亜l-たこ 呪となってしまった.■人の努力に任せるばかりでな
<,檀型P土星竺酎や対応が考えられてもよかっ鱈． 摺醗 典

考えられる．

e

守壼ﾛﾛｰ甲争■四コロ“･＝■一一＝う回巧四 臼、回り■■公w

努力に任せるばかりでなく､煙塑馳、■上里丑て･迅合
'二よっては本庁と銅輯共有しながら.有効かつ理実
鈍き醸書拳羅こと鍔えられる．
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令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書
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東京地戟 冑埠■曲 民事 その他

手■理蝕に.麺に返迅する日以前に同決定が■
定すべ倉日に逼■する旨の記■をして.使用鐘■及び
竺竺一m”輯し亜垂幸竺竺塾雪の押印をしているもの
があった.事羅の＝詫化及び明砿化の■点から,予納
麺切手曽田袋の唾及び押印は.予納郵便切手運
■事囲を麺する日を唾するように是正を求めた．

壁を麺型1-髭令 ＝F■一一､マーーー ロ丁一口ロー■■一F■q■一車中一■ママ一一

後にすべき郵券の退迅是理を予め早■していたもので
ある．

唾却子■■‐ー一室＝二万画再Bp－一万マータローコ■ー

改芭した．
丹一一一壱画で~もB－－F－一一I■■ーF丙ご■■■マーーー■

ロ ■■

東京地戟

回ロ

東京地舞本庁

口
■

民事

■

その他

I寺凹星鍾轟や…錦へ、画ぞふ⑯■m些垂且､I竺曲Iている露鋒や.労■御への唾ん曽えのお伺いに囚
する種判官メモが徳3分■に■られている星録があっ
た．

要ご頚頁審鄙璽聾回曽カヨ言赴くなどEて薗田L鱈紀
匹塞画煙ﾛ ｰ公言

画語…琢垂正面三島で島弓盃が.あ件煙配

■守早一口一一■一ーFー＝一口■で一一一一▽一 F ローーマーーー

れる･

里享件毎宰警竺ご宣鮒豆己亘亭毎の役ろに■られて
ﾛ 巳正里ヱリーヘロ、一片起二＝竺旦 －‐ニロニ垂一奎些

底するよう士拝さ舞青から抱導した．
労■部への巴てん智えのお伺いに閲する瞳判官ﾒモ
が猿3分■に優られ誼いた件については.配録外■因
は,侮樺の鯏ｹｯﾄに入れることにした．
事件ごとの害画笹巴と,事件狸録とそれ以外の明麹な
区画という…鐘聞型=茎づく塁理、唾室部亡曾する
よう.旗ずは全梓■雇官から哩⑪宅竪毎重畦で哩轄
して播尋する．

迂・、ーて■■■5－…ワロｰニロ回隼画●

■ ■■

東京地戴

■■

■幸迪璽孝序

■
口

民事

旦

その他

繭宝顕峰E盃誇る■値切事の⑤繭■の耐銅いが必

L蝉＝されていないように見受けられた.また.保皆
金蔓包一覚衰を事件記鯨につづり込む取扱いも必ずし
も銃－されていないように見受けられた．

春立頻蜜者が哩埋向ヅカゴご赴くなどLてぬ出1 全哩

録を砿配した．
■

1房＝室司＝一五FZ石二三要･宝育~宝~ニさ‐＝二三~晶邑~ 、ニー ニユロ
いての指導も十分ではなかった.保宮金受払一覧衷の
■りこみについでは.予軸時に印画したものをそのま
ま璽っている事率もあった．

牽辱毒璽官亟璽再要田待ちの阻録ﾛ輌引こ入れる
■に.窒望塾毎坐碧三空室二1塁■働『＝几れておくこ

睡竺璽寄み、
予軸時!=毎毎全受払一鷺臣の■りこみは特に要求さ
れてはいないF塗ので.■用な事題はLないようにす
基三と？画亟害専．

■■■■■一町一面

を防ぐ効果があるので.麟一の目的或いは効果を明砠
にして.母の竃用を定藩できるよう楢導する．

東京地麓 束京地■本庁 民亭 その他

一ー＝甲再一マ■▼ 画P一手一■■マー ■r一一＝マー■ ■■ ■一一．ー

て.期日が取り隅された後.原告代田人との対応軟風
について樫載した付伊書画毎q壹畦弓てあるものの.他
の寄樫官が‐隣してわかるようにはなうていない里蝿
があった.休止について廿画嘩卜哩号さ生ていた.エ
クセルなどを判用して道行状現を入力して管理耗な
どLて.他の■毘官との情械共有ができる力笈を検肘
する必要がある．

一■■ロー－ー一一 ■一一一■■■一一■ 一一■＝画一 ■■－＝ー ．ー= 一F

件配録とシステム上の傭報を対比して砥配した． あるいは経過一両患を作酎錘どして中顧等の理由
や戟礎明砿化することの敏底が不足していた．

現を明■化することについて.改めて周知徴底を行つ
た．

一一一｡‐~マーアー■■ー■｡’■■■ーマーーマ■■で一一マ ーー■

停止の田由や経過などを巴障化し､竃庫して冑理しな
ければ,E味なく長期化することもあるので,館鋒とと
もに＝宜性や傭“有に■れた方法により藩■できる
戟盆にあることが華わLいことを理解させるよう.民
車釦全毎今哩等⑩檀会も判用して描導する．

東京地面 車京地酵庁 民事 その他

ーー一己■■～帝『■巳ヨ草ママ－■■~■p一一コ＝一一■■マーI■■一

について.四岬卜'す_停止の哩由や経過が担邑肴以

？

一…＝ー■■ー●ー＝＝■再一マーワーTDF■■ず一一－コ‐一

件妃鯨とシステム上の情報を対哩て嫁廊した． 1鈴軒しているほか.早件妃蜘二各自迫宜の害戎によ
遂行秩翌を顧働Lで
bら在席Lている■貝

陸入力しているため
●

鴬

平鹿30年3月以駒は鄙内で共有していなかったとこ
ろ,現在は一寛塞により郁内で共有できているため．
政普専は予定していないが.4月以降■貝檎蔑の鹿更
佳に鄙内で共有方珪専について趣酎ることとした
い･

一宇ー●■■~画■マーー■■ー■口一一一＝ ロ■r一■守画一ーマ ー■一宇

停止の理由や経過などを記像化し､竃鰹て笹田しな
ければ.鉱“<畏期化することもあるので.配陣とと
も'一寛性”輯共有に畳れた方麟により■■で台る
状餓にあることがふさわ“､ことを■解させるよう.民
車毎奉拝凸■等の機会銅用して柑載る．

東京地載 東京地戯本庁 民事 その他

一一＝串■■ーマ■■ ■串マーー■●ー寺■ーマーマーマ■■ーーI■■~ー

について.哩狸些壁堅些の理由や経遭が閉虹になっ
ているが.シ晃子蛙の入力は宮ちんと出来ている害
里官もいれば.古いデ→の窟痩の害鹿官もいる．

一…一一ー壷■ーｰーロー~■J＝ウーワター■■Ⅱ■■■－－‐一一

件配録峰ステム上の愉輯を対比し竜砿唾した．
ヨーハウ、”ハ”ロー毎こり四両略壷”蜂＝い■旬ワーb

ていなかった．

蕊篭謹叢雲蕊
いての■釦聾舎■に封L行う．

＝ご~万■ニマでクーBar‐両－－mF一宮－5ｺ■一一画‐亜一■

停止の因由や経遇などを偲嘩化し,竃箆して管理しな
ければ.庫味なく長期化することもあるので.浬降とと
もに一覧性蹄輯共有に優れた方法により管■できる
検怒にあることがふさわLいこと麺解させるよう.民
亨醇全律令■辱の擾会も科用睦掬導する．

東京“ 束京地戯本庁 民事 その他

の因由や固在の状現については明砥に配軍されてい
るが.その途中経過については明徳〈定期的)に配域さ
れていないE樺があった．

件厘型と量"ステム上の傭紐を対比して砿樫した． しぜいる状謹であうたが,担窺室哩官嘩酋璽璽金型画
後に砿■蝕判所に鰭会期日の緒暴を確餌し,配録畳
麟に次囲期日をヂモすることで.同人が不在⑳配鐸
件の運行炊理が分かるようにしていた．
しかしながら担磯毎埋宮は二瞳塵卒件が終局してL,る
かどうか餓艮要である錘､う璽腫電つたことから.理
室の草些亨件の状理のみを睡紐衷魁に提し､牢ま
での検現を残していなかった．

一一一■ーーーーーマーーマFー＝ロー甲＝一一一■ロロ－－ー－－

やかに伝えるととも唱包内の■貝に対しても春■■
後の郎金において.櫓檎された■を周知した.そして節
会では.破■亭件に係らず厨陸が中麓している事件に
ついては,中厨の事由及び遁ちよ<状現を他の■貝が
見ても分かるように毘睡■紐へのメモを徹底することと
した．

停止の■由…どを屋樺化し､醇して■ごしな

雛…蕊柵臘
松悠にあることがふさわい､こ壁理解させるよう‘民
車毎金棒凸囚等の榎会も科用して樋尋する．

京京地威 車京地裁本庁 民事 その他

ー‐ｰ■q■～マ■■可－－■■ー■マーーローーマ■■－－－

について.各容已官がそれ説エ錘ているが.縫一
はされておらず.担豊署以外の軍貝が■ちにわ“検
画=せなっていない.遇って柑定の顛型ごとに部内で
琴した樋1､を検…たい.

一＝＝＝－~~● d■■‐ー■｡■～可‐‐一・■＝■ず一一一マーー

埜里母曇ステム上の傭報壱対比して“した． の銃一した取り扱いを己をLてこ堂かつたことによる． 行停止事傭がわかる鄙内銃一の『連行停止中の事件
の己範＝璽到を作厩L､追行停唖事憤が生じた事
件については.この■田鳳を■卸の壷群ケシH呈甚
L込み.担自冑起官以外の臼琵官等が見ても容晶に
事棺がわかるように改めた．

＝づもW■~マーーロJ“‐…ｰ、画■画マrU－＝■■、ｰg

停止の■由や理などを屋陣化し､軍重してげ■しな
ければ.■唾なく長期化する垂もあるので.P毎とみ
もに一瓦性や購轍共有に■樺方途により笹■できる
唾聾』≠垂名=と錘ふさわい､ことを■解させるよう.民
享鄙主拝凸垂等の揖金も判用して指導する．
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可能な限り硫一した事務を行うことで.膜りや見落とし
を防ぐ効果があるので.統一の目的或いは効果を明砿
にして.部の運用を固められるよう柑導する。

現在,進行停止事件の進行状現については進行停止
事件管理表において進行管理を行っているところであ
り.今後.上毘経過藁は使用しないこととするとともに，
吏読情報の入力愛れがないよう徹底した．

砿産中断事件の進行管理については.即時抗告事件壷惑担当者が記録ロッカーに赴くなどして抽出した記
餓を砿翌した．

進行停止事件のうち.破産による中断事件について
は.全件明示されているものの.「破産による中断等本
件経過雁(g室)｣の用緩を使用している醍録と使用し
ていない肥峰とがあり.使用していても更新された惰報
の記戟がなかった記録もあるなど.事務処理を統一す
ることを提案した．

を含め ’

「
－－ －’｜

■■室内で一括管理とする扱いになっているところ．
従前は.破産事件について上記の経過粟を紀録に挟
んで管理していたことから,各書記官が独自に経過票
を使用して代替していたものと思われる。

民事東京簡裁 その他東京地識

弱両面睡過や担当者の異動などによって.取扱が元に
戻らないよう翌年度以降も注愈する．

今後.判決正本と同様に鋼書判決等の原本を章ピーし
て作成することとした。

憂爾行っていた事務処理を見直すことなく,自分がやり
やすいように事務処理を行っていたものである．

壷察担当者が孝停審浬官等から聴取した卿書判決‘和解圏書などについては.裁判官の決裁前
のものを利用して正本を作成しているが.正本作成に
おける過誤防止の観点から.判決正本と同様に調書
判院等の原本をｺビｰして作成することを検討するよう
促した．

民車東京地裁 膏梅簡裁 その他
I

蹄間の経過や担当者の異動などによって.取扱が元に
戻らないよう翌年度以降も注愈する。

署名後の原本をコピーして正本を作厩する方濫に変更
した。 ‐

渥羽官が.裁判官の署名押印部分のｺビｰが外部に
出ることに抵抗があったものである。

正本の作成方法について.2つある係のうち1つの係
では.載判官から正本作成用に印尉されたものを受傾
の上,これをコピーして正本を作成しているとのことで
ある｡東京地裁及び東京簡戯のほぼすべての戟判体
で署名後の原本をコピーして正本を作成していることを
紹介した上で.原本と正本の同一性を損なわないよう．
従前の方法を維持することが適当か検酎を促した．

盃察担当者が室仔蚕記官等から聴取した．

武蔵野捕裁 民事 その他東京地裁

時間の経過や担当者の異動などによって.取扱が元に
戻らないよう翌年度以降も注愈する。

言渡し前の内容漏えい防止等の観点から.より厳格な
取扱の必要性を腿蝋し､判決言渡期日まで同ボックス
に入れて事件肥録とは別に保管する方法に改めた。

判決原本の交付が直前になることが多いため,記除と
ともに保管するのが便宜であると考えた対応であった。

判決原本の交付が直前になることが多いため.言波し
前判決書の箱を利用せずに,肥録と一緒に判決原木
が保管されている。

蚕璽担当者が記録ロッカーに赴くなどして抽出した記
鰍を確認した。

民窮 その他東京地叙 東京地裁本庁
I

記録が正しく憂理されることは.事件の安定した進行を
支える亙要な要素であるから.普遍的な事項として.民
事部主任害配官会議や強簡ミーティング等様々な捷会
を捉えて.首次席害記官から極し涯腫づけする．

事件記蜂として凝りこむ書面とそうでないものと誼淫を
した.受損した書面については差替えはしないことも再
度麺翌したく達し替えとして喪出してきても.先に提出し
た書面ともども事件妃録に糧麓している.)．
いわゆる寛4分頚には.特に戦判官〈体)の掲示がなけ
れば.未陳述香面や取鯛ぺ未了の鉦拠を綴るよう確
浬した。

腿鍾不足で,取扱を猛摩できていなかった。五察担当者が記録ロッカーに赴くなどして抽出した記
躁を砿淫した。

配録外書面として取り扱うのが相当と考えられる秀傭
叶画害写しやﾌｧｸｼﾐﾘ送侭書(蓬し替えされたい旨
が記戯)が事件毘録の第3分騒につづり込主れている

ものが見受けられた.また.数度にわたる閲覧等制限
申立饗が未陳述書類と共にいわゆる第4分麺につづり
込まれているものが見受けられた。

東京地裁 東京地戴本庁 民事 その他

1･

記録が正しく整理されることは,事件の安定した進行を
支える重要な要素であるから,普遍的な事項として.民
事部主任書肥官会議や独筒ミーティング等様々な侭会
を捉えて.首次席書配官から繰返し竃腫づけする。

亘雪蕨事件記録とひき舟にして保存し､今
B匿淵砥の取られた記録については.直ちに

直ちに当該事件記録とひき舟にして保存
後,秘匿挫砿の取られた記録については
同様の処理をするよう指導是正した．

後に記録整理の原に,まとめて処理する予定で
あった。

丑察担当者が記鰍ロッカーに赴き.記録ロッカーを実
地検分した．

配録ロッカー内に.すでに保存済みの事件について．
秘匿旧置の情報が記戯された害面を事件記録からつ
づり普えたファイルのみが保管されていた.このファイ
ルは.率件紀録とひき舟にして保存すべきものであるこ
とから.直ちに是正するよう桶示した．

民事東京地裁 青梅簡釜 その他

配陳が正しく整理されることは,事件の安定した進行を
支える重要な要素であるから,普遍的な事項として，民
事部主任害配官会議や独簡ミーティング等様々な撹会
を捉えて.首次席書配宮から繰返し冠織づけする．

前段は.今後.肢当案件の処理にあたっては.『秘匿
(希望)憤報の管理について(東京簡戟版>｣を逐次参
照し,これに沿った処理を碓実に行うよう徹底する。
後段については,書面を漫然と妃蝉の第3分額につづ
ることなく,書面の性質を考え.妃鰍の一部とするにあ

たらない場合は.紀慨外とし.別保管とするなど.適切
な推厩秀頑ずる．

前段は,「秘匿(粘璽)惰報の管理について(東京簡裁
版>｣の参照が十分でなかったこと,後段は,記録外の
書而を漫然と配録の第3分葱につづっていたことによ
る凸

.『秘画と書いた大きな付属は貼られていたものの，
表紙に｢秘匿情報あり｣の朱害きがされておらず.分殖
した番頚の編綴されていた場所に｢秘匿情報の表示」
の紙が糧られていなかった．
配蝿外讐面(最嵩裁とのメール)が何の表示もなく綴ら
れていた(いずれも指摘により直ちに修正された.)．

董察担当者が記録ロッカーに赴くなどして抽出した記
録を確認した。

東京簡薮 民事 その他東京地稜

記録が正しく蓬理されることは.事件の安定した進行を

支える重要な要素であるから.普遍的な事項として.民
事部主任書記官会譜や独簡ミーティング等様々な機会
を捉えて‘首次席書罷官から綴返し意蹴づけする。

拒摘を受げた事件記録は.記録表紙に｢秘麗傭報あ
り｣を赤文字で記戦し‘秘匿憤報含む香面を別綴りにし
た。

五察担当者忍記録ﾛｯｶｰに赴くなどして抽出した記
録を砿浬した。

秘匿惰輯の取搬いについての部の取り決めはあるも
のの.箱かく判断前の取扱いや判断後の取扱いという
場合分けはなく‘それでも秘匿憤報が記録に現れない
ように担当の裁判体で適切に処理していると麗臓して
いた。

秘麗慣9mが表れている書頭の取扱において.秘瞳の
判断が1年以上留保されている車案で.秘匿(希望)梢
報の記戯された書類が.記録に綴られていて.『秘匿
憤鞭｣との付隻が付いてる状態であった｡判断前の取
扱いについて.部の取決めがない.

民事 その他東京地裁 東京地裁本庁

必要な箇所にわかりやすく撤摘.膜明する方淺として
の手軽さゆえに多用される方瑳である一方.用済み後
廃棄が習慎づいていないと除き忘れやすい｡民事部主
任書妃官会鵬導様々な機会を捉えて.繰返し用済み
後廃棄の徹底に向けた注意喰起を峡ける。

記録中に甑判官の判断内害等が付興で残っている
のは適切でないことを書記官室に周知し.付隻ははが
すことにした.その上で.判断に至る経緯を残す必要が
ある場合には.上司及び相書肥官には口頭で伝え.後
任には引継書により，その経緯を残すことにする。

壁判官に対して判断を求めたこと.それに対してどのよ
うな判断内容があったのかといった経緯を残そうとした
ものであった.閲覧騰写の際には記録を点検するの
で.付塞を間違いなくはがしている。

査察担当者が記録ロッカーに赴くなどして摘出した記
録を確淫した．

秘唖傭粗‘マイナンバ垂び記峰瘤面の管理に関

し･裁判官に対して判断を求めた事項及び判断内容が
記録中に付菱で残っており.閲覧磯写の際に津が必
要だと感じた。民事東京地鍍本庁 その他東京地種

可能な範囲で続一的な事務を行うごとで.誤りや見落と
しを防ぐ効果があるので.事務を銃一する目的や効果
を明砿にして.部の運用を定繁できるよう術導する。

各係のミーティングの際に事務処理要領に基づく事務
処理を徹底するよう指導するととも,ロッカー前ﾐ一イ
ングの際には.主書が事件配録を確哩して適正な事荘
処理がなされているか確窪することとした．

丑察彊菖者が申合せの提供を受け.記録ﾛｯｶｰに赴
くなどして抽出した記繊と対凧し砿里した．

秘匿に関する事務処理を行うことがほとんどないことも
あり.事務処理要領に沿った事務処理が徴応されてい
なかった．

ﾏ孑チンパー及び記録外書面に関する餓判
:ついて湿鰹化されていたが.その方途が部

秘園傭報,マイナンバー及び記録外書面
体の判断について配録化されていたが.・
署内の申し合わせと異なるものがあった。寅京簡釜

墨田庁舎
民事 その他東京飽裁

(最総三）
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東京地戴 軍車地■本庁 民事 その他
ー中に儲■申出があった甘の付■が貼られている
瞳けであった．

鐸を麺璽1-先ゞ
.それでも秘■傭報が里極に現れない

ように担当の載卿廓■切に是竃Lている理■して
いた．

文字で画■1-』秘旦轡苧含む害画を別■りにした． 写墨家唖③かり。……瓢こしE・醒争■pエ産

■毎琶凸竣や独■＝ﾝグ等律々唖金を提え
て.首次席■鹿官から翠哩■づけする．

京京地■ ■す■■ 民事 その他

▼■両I■■雨一巳万一一一■ーpTP戸一屯＝弓■ ■~ー 巳マワ■ー－F

分で配画が■れている懐飾(民事困鱗醗詮事件簿)が
あった.そのため.■蔵民事プﾛゲﾗﾑを使用している
堵合でも作威年月日の唾は必要であることを砿麗
し.樫戯するよう…起した．

をした
､

認嬬溺熱璽#溌鱸遜
麟解してい雄のである．

配
■
垂
部
■
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巷

識灘…
巾嘆『概簿麟栗白付旺遇簿樫■の手引《民事■》｣を
割 全吃､平皿31年曜寡の壇一F‐宮付埋庫』雪

畷露＝管畳鎗L･作成年月日等遥鱈華寸

醍遥の祖適者からﾚｸﾁｬとを行い,産た陽民事紐蔭
内の相騒窓口を提示することにより,困ったときにはい
つでも虹騒に粗誼ができる体■を取り.ﾌｵﾛ寺ﾂプ
を因ることとしたい．

束京地■ 立川支部 刑奉 その他

■碑ﾜ■犀■興画画晤再ロエー官＝■竜＝四唾フロー中■

檀自ら幅篤に貸出しの配■をして持ち出しており.還逮
鱒も周梯の処竃がされていた．

＆担笥巷理ぴ主昼ご韓宮からのとアリング

ちに.それが常駐化し､貸出簿及び■理簿をつける行
あのみに■点郎■かれ‘本来の目的が見失われた結
果によるものと凪われる.主として■理者における紛失
⑳空⑮堂頻一宇勺與璽に学各管理の甘さによるものと
考えられる．

一一一■一■ 官マーーマ ーーー■ーー音マーー■ーー

－の見直し】
･担当害記官から負出律の提出を受けた主任書起官
は.同害田官に封し,専用ケースに取納したS､カード
を貸し出す.迩迅時は.主任害紀官に遇■し.亡失等
がないかを■函る． ．
･担塞堂顕宣敵貸出餌をE■し.予め楢定された場所
にある専用一に収輪LたS､カギと共に主嘩餌
宮に擾出するe傘拝垂飽官は.その内容を磁箆し.管
理簿に厨定卒項を“し.…ド告揮由■垣置に
手壷しで賞L出す.た感.やむ翠ない事情のある珊
合は.後に貸出しを受睦ことを速やかに報告する．
竃退Iご顧匪は,頻幽幸埋音は.貧出■に妃戦すると
共にｶｰドを主任害哩官'三塾q- 空拝幸飽官は喰堂を
致配のうえ,■田埠に所定の事項をE■する．
｡独自に旬で作鰹ていた管■■回寄車企し.事轟亜
麺りに行うよう改めた．

闘に実胞される事密■査において.実歯軟現を随認す
るこ上上Lたい、 ‘

1

東京地■ 文京■裁 罰事 その他

管しているロッカーが退庁時に堂堂されていない． 麓醸可芭なﾛｩ謂邑慨■していたが.令状■求客■
本を、り騨事目や■理を主に事秘官に任せていたこ
と.解錠,施錠する網喪考を塾めていなか⑤たことか
ら,施錠の砿函がおろそかになっていたということであ
るが,これは,各■令戟回求が稗審幅密1弓■する■要
雄麺であることについて.香配官の窟轍が甘く,それ
を事覆官に任せ噂りにしていたことが因■と毒えられ
る．

は･罰事4…事■官が登庁時に解■・迅庁■に堂竺 期'二錘される車碕■査において.実胞状垂砿圏す
そ里ととL全合 卜色の垂彗轄早I写ついてはそのとおりで
よいが.事屈官任せにせず,香巴官においても事件各
■.特に令状麟求のような宙行性のあるものの笹理の
■■蛙について哩坤を持つよう,■礪職において招導
ずそ些争些輯q-主い、
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【入力上の留愈点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記戦する必要がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力して<擢さい。
その他の具体的な記戟方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書(フオローアツプ用）
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東京地戴
東京埴戯
立川支郵

民事
事件の進行管理I二
必畏な購軽の共有
に関する事項

が進碇いないものがあった

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
当事巷への逮絡自体が卸■となっていた。

とLた．
ー＝■■■＝一ケグマクロー■ー一ケ■ ｡ー一一

作ることを促Lた･
子･＝も画面＝

丑を3年後に額する予定と唾おり.当該■丑の巽回実庭野期につい
てはより近い時期に見直詫きとの亜見を踏まえて再検肘の余珀が生
じている．

して－

■可飽な後押しをする。

東京地載
配口

東京簡曇 民事 その他

ため.補琵顧唾の引繕額に原本を虜らずに挟
み込んでいた.少なくとも平鹿2堂年頃には判決原
本等を樫録に挟んで引き継い習いたようで.現在
も毎月1500件近くの亭件が銘局しており.その
件敷の原本を■る時問とはずす時問を考えて.超
勘劇滅のためにそのような方法を考えたのではな
いかと思われる．

あるため,引鮭ぎ亭垂の釦垂酷止嵯いう■点か
ら.判瑛原本等を本来の掴り位匠ではなく.磁定
妃録の末尾に綴って主■に引き継ぐことに重とし
て統一した．

る手悶とはずす手間を最小限にする方途の提案〕 されたものと考えていたが,十分に徹底されておらず.把檎を受けた不
相当な方法'二よる原本輯失過哩が発生した．

ーー一一一一ーマー ーーーー■一ーマ ロ ーワーワ■ーー■一一一画一一

なかぅたことを盆<受け止め.指摘の■大性を
踏まえて紐り理し周知.碓醍観けることとす
る．

東京地戯

東京地畝

重京地騒本庁

束京■載

民事

民事

その他

その他

借.衆作成．

■面マロマ厚…可守一■■■ｰー■ ■串＝ローFﾏ■画■g扉■■雨一＝ ■

鱒.未作戚,及び保存期間溝了腿降の廃粟の運
れ．

東が題廷している堪合の理由.今後の計■を報告
させた．

平風31年1月15日現在での作牢毎導状魂と作

錠が運廷している増合の■由.今後の針■を報告
させた．

作案逸捗の管理．

速捗状況を踏まえた肋百.福尋等･酎西に沿った
作象逸捗の菅理．

応を繕えた.特鴎保存対応が生じたためさらなる進捗は厳い､状現であ
るが.地道に作集を過めている．

■もあって.当初計囲のとおりに'まいかない現検はあるものの.地逮に
作集を■めている．
極が■庁舎については作纂規模が極めて大きく,作東にあたる人貝建
保の問皿樫もあって遅れ罐となり,先を見通しにくい状現となﾜてい
る.増合によぅては.計画の見固しを検酎せざるを得ない．
皇田庁舎については.令和3年度中の全作東完了を目指して逸行中で
ある凸

状混を把■し.処理計■の■理に努める.特
別保存対応をはじめ.計囲の見■しを迫られ
る事倫が生じても.少しづつでも進める状現を
維持するための対応を鯉園するとともに,今
後新たに同様の事餓が生じることの掴いよ

豊…鰯鑑識
状埋を埋埋1←:釦函計■の曽理に好める.特
別保存露をはじめ,計■⑩見直しを迫られ
る事伯が生じても.少しづつでも進める状塞を

農
梅するための対応を纏統するとともに.今
新たに同様の事■が生じることの嬉いよ
う.直謹⑮封嘩、些璽さ奪唱なLhようにする．

東京地載 八王子梱載 民事

１

その他

■･未作成及び保存期間濁了巴録の廃棄の運
れ．

案が運廷している場合の理由.今後の計■を鞭告
させた．

作裳進捗の管理． ‐ 虹蓮叶画の禾皐屡分にうき子定還り遭弄.今年度予定分をほぼ終了し
ている.廃棄についても.本年度実箆予定分以降のもの醤残すのみとし
ている．

世里を璽垣L二処理齢■の筈理に野める.特
別保存対応をはじめ.針■の見直しを迫られ
る事傭が生じても.少しづつでも迫める状況を
随持するための対応を繕鐘するとともに.今
段新たに同嫌の事■が生じることの糠いよ
う.肛近の対応の磁碑も怠らないようにする．

東京地裁 愛璽毎画量 民事 その他

●■‐＝勺■~■ロローー■■寺一一マーママー■■言ワーー

察が丑廷している唱合の竃由.今後の齢■を紐告
させた．

一一ママー■r＝■Ⅱ■■ーザ■■ロー■ー■ ■■■一■■ロ ﾛ■■ー■ー甲F一口ー

作乗過捗の笹理． 伏呪を埋璽L･処辺計画の■■に努める.特
別保存対応をはじめ.計■の見皿を迫られ
る事情が生じても.少しづつでも速める状況を
雄柿するための対応を纏”るとともに.今
瞳唾全に阿樫の事感が生じることの播いよ
う.■錘の対応の碇星も怠らないようにする．

目
■ ■

目
■

東京地睡

■

H
■

璽倉的蛍

■

弓
■

刑事

■

システムに入力する
■■■■二畳戯す
べき情報に図する
事項

謬舜か畠の一鵡型哩弓つ

しりも． Ⅱ千ロセロ画W酎酉こしLもロ『弓卸ロロ幸癌堺嘩

性画 と中型⑭璽璽空ついて検肘するよう促した．

至垂亘琴匡正定め値付けの在り方の検齢 事霧迺蚕了査察での砿麗
■■■への巴賦などの対応を考皿Lた結果.事轟効率の■屋から.こ
れまでどおりの処理とすることとした．

今年度の壷寮時に竃見交換を行い,引き
蜜桧酎謬■0-令一噂桟酎を依歳した．

j識肘職磯欝観論黒
回はシステムから打ち出Lて借え付け尋屋上上
し.最終的に当鮫年度分の■■■■がすべ
重入力できたところで再度打ち出し.完全な■


